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問　
新
市
・
海
東
市
政
、

第
一
番
の
公
約
は
「
危
機

対
応
能
力
を
高
め
市
民
を

災
害
か
ら
守
る
こ
と
」
で

あ
っ
た
。
そ
の
内
で
最

大
の
問
題
は
、
近
畿
以

西
で
最
も
危
険
度
が
高
い

と
さ
れ
る
「
琵
琶
湖
西
岸

断
層
帯
」
で
あ
る
。
全
長

59
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た

り
、
高
島
市
の
北
部
か
ら

知
内
、
饗
庭
野
、
上
寺
、

勝
野
、
比
良
、
堅
田
、
比

叡
、
膳
所
、
比
良
沖
西
岸

湖
底
の
９
つ
の
断
層
で
構

成
さ
れ
、
地
震
が
発
生
す

れ
ば
総
合
活
動
に
よ
る
規

模
は
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

７
．８
が
想
定
さ
れ
、比
良

断
層
だ
け
で
も
全
壊
戸
数

は
３
万
１
，１
８
６
戸
と
推

計
し
、さ
ら
に
大
き
な
被

害
が
予
測
さ
れ
た
。
市
行

政
は
、
災
害
か
ら
市
民
の

命
や
財
産
を
守
る
責
務
が

あ
る
。
被
災
時
に
的
確
な

判
断
を
下
し
行
動
で
き
る

明
確
な
指
導
力
と
、
体
制

づ
く
り
を
求
め
る
。

答　
総
務
部
長　

　

防
災
対
策
の
基
と
な
る

災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ

き
策
定
す
る
地
域
防
災
計

画
を
、
旧
町
村
の
計
画
か

ら
、
合
併
に
よ
り
内
包
す

る
地
域
防
災
上
の
課
題
や

琵
琶
湖
西
岸
断
層
帯
の
調

査
結
果
等
を
踏
ま
え
た
市

の
防
災
計
画
と
し
て
17
年

度
に
策
定
し
ま
す
。
地
震

を
始
め
と
す
る
各
種
災
害

対
策
や
国
民
保
護
法
に
基

づ
く
体
制
整
備
を
図
る
た

め
、
防
災
等
の
危
機
管
理

に
専
門
的
知
識
を
持
つ
人

材
の
確
保
を
は
か
り
、
広

く
ま
ち
づ
く
り
の
一
環
と

し
て
の
防
災
施
策
を
進
め

て
ま
い
り
ま
す
。

問
地
場
産
業
の
復
興
支

援
に
つ
い
て　

　
〝
新
市
は
財
政
的
に
は

非
常
事
態
で
あ
る
〞
と

市
長
は
宣
言
さ
れ
た
。
正

に
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思

う
。
贅
沢
な
投
資
は
な
る

べ
く
避
け
、
ま
ず
地
場
産

業
が
元
の
元
気
を
取
り
戻

す
た
め
の
手
立
て
が
必
要

で
あ
る
。
そ
こ
で
行
政
の

で
き
る
事
は
何
か
と
考
え

る
時
、
ま
ず
企
業
の
新
し

い
商
品
の
開
発
に
対
す
る

助
成
と
資
産
税
の
減
免
措

置
を
行
っ
て
は
ど
う
か
、

地
場
産
業
が
元
気
を
取
り

戻
す
事
で
商
業
は
活
性
化

し
雇
用
の
促
進
も
図
れ
税

収
が
上
が
る
事
に
つ
な
が

る
。〝
損
を
し
て
得
を
取

る
〞
で
あ
る
。
ま
た
、
財

政
危
機
の
大
き
な
要
因
は

旧
６
町
村
が
合
併
前
に
実

施
し
た
事
業
の
債
務
を
新

市
に
持
ち
越
し
た
事
だ
と

報
道
さ
れ
て
い
る
が
市
長

の
所
見
を
伺
い
た
い
。

答　
総
務
部
長　

　

地
場
産
業
の
振
興
施
策

に
よ
り
経
済
の
活
性
化
を

図
る
必
要
性
は
十
分
認
識

し
て
お
り
ま
す
が
、
固
定

資
産
税
の
減
免
措
置
は
、

公
益
上
の
合
理
的
な
理
由

が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、

他
の
産
業
と
の
課
税
の
公

平
性
等
か
ら
適
当
で
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

高島市の防災管理体制
を問う

林　　弘議員

地場産業の復興と経済の
活性化について

梅村　彦一議員

住民も多数参加した防災訓練

お気軽に傍聴にお越しください
平成17年6月定例会（予定）

開会：平成17年6月10日㈮
閉会：平成17年7月 8日㈮
※日程は変わることがあります。
　詳細は議会事務局まで


